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国
民
生
活
等
の
混
乱
を
回
避
す
る
た
め
の
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
七
号
）
（
衆
議
院
提

出
）
要
旨

本
法
律
案
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
趣
旨

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
年
度
の
税
制
改
正
に
係
る
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
法
律
と
し
て
の
施
行
が

平
成
二
十
年
四
月
一
日
後
と
な
る
場
合
に
備
え
、
そ
の
際
の
国
民
生
活
等
の
混
乱
を
回
避
す
る
観
点
か
ら
、
同
年
三
月
三
十

一
日
に
期
限
の
到
来
す
る
地
方
税
に
お
け
る
非
課
税
等
特
別
措
置
の
う
ち
当
該
措
置
に
係
る
納
税
義
務
の
成
立
時
期
等
に
照

ら
し
て
そ
の
期
限
を
延
長
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
一
部
に
つ
い
て
、
そ
の
期
限
を
暫
定
的
に
同
年
五
月
三
十
一

日
ま
で
延
長
す
る
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
地
方
税
法
に
お
け
る
非
課
税
等
特
別
措
置
の
一
部
の
暫
定
的
な
延
長

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
に
期
限
の
到
来
す
る
地
方
税
に
お
け
る
非
課
税
等
特
別
措
置
の
う
ち
、
自
動
車
取
得
税
に
つ

い
て
の
過
疎
バ
ス
に
係
る
非
課
税
措
置
、
免
税
点
の
特
例
措
置
、
低
燃
費
車
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
及
び
大
型
デ
ィ



ー
ゼ
ル
車
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
の
期
限
を
暫
定
的
に
平
成
二
十
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
延
長
す
る
。

三
、
施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
２
を
除
き
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。


